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令和４年第４回常滑市議会定例会

提出案件について

今回の市議会定例会に提出する案件は

補 正 予 算 案 ９件

条 例 の 制 定 案 １件

条例の一部改正案 11件

条 例 の 廃 止 案 １件

単 行 議 案 ５件

同 意 案 ２件

諮 問 案 ２件

の計31件です。各案件について、その概要を説明いたします。

議案第54号から議案第62号は、

令和４年度における常滑市の一般会計、国民健康保険事業特別会計、後

期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、常滑駅周辺土地区画整理

事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計、モーターボート競走事業

会計、病院事業会計の補正予算で、補正額は次のとおりであります。

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一 般 会 計 27,361,717 240,135 27,601,852

国民健康保険事業特別会計 5,063,547 12,325 5,075,872

後期高齢者医療特別会計 853,832 △371 853,461

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 5,124,369 44,439 5,168,808

常滑駅周辺土地区画整理

事 業 特 別 会 計
135,502 △1,000 134,502
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議案第63号 常滑市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の保護に関し、

必要な事項を条例で定めるため、新たに条例を制定するものであります。

議案第64号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について

国における特別職の給与改定に準じて、市議会の議員の期末手当の支給

割合を改定するものであります。

議案第65号 常滑市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例

の一部改正について

国における特別職の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の期末

手当の支給割合を改定するものであります。

議案第66号 常滑市職員の定年等に関する条例の一部改正について

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年年齢を引

（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

下水道事業会計

収益的収入 2,529,145 0 2,529,145

収益的支出 2,385,732 △5,109 2,380,623

資本的収入 1,871,011 0 1,871,011

資本的支出 1,928,538 △1,840 1,926,698

水道事業会計

収益的収入 1,608,040 0 1,608,040

収益的支出 1,398,835 △10,975 1,387,860

資本的収入 139,551 0 139,551

資本的支出 812,389 △971 811,418

モーターボート

競走事業会計

収益的収入 72,175,871 4,897,746 77,073,617

収益的支出 68,451,751 4,247,420 72,699,171

資本的収入 2 0 2

資本的支出 486,194 0 486,194

病院事業会計

収益的収入 7,287,215 267,615 7,554,830

収益的支出 7,630,498 △80,052 7,550,446

資本的収入 816,862 0 816,862

資本的支出 1,005,786 0 1,005,786
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き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短期時間

勤務制の導入に関し必要な事項を定めるため、所要の改正をするものであ

ります。

議案第67号 常滑市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

について

国における特定任期付職員の給与改定に準じて、特定任期付職員の給与

を改定するため、また、地方公務員法の一部を改正する法律の施行による

定年前再任用短期時間勤務制の導入に伴い、所要の改正をするものであり

ます。

議案第68号 常滑市職員の給与に関する条例の一部改正について

一般職の国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給与を改定す

るため、また、職員の定年年齢引き上げに伴い60歳を超える職員の給料の

取扱いに関する特例を定めるため、所要の改正をするものであります。

議案第69号 常滑市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について

地方公務員法の一部を改正する法律及び雇用保険法等の一部を改正する

法律の施行に伴い、所要の改正をするものであります。

議案第70号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の改正をす

るものであります。

議案第71号 常滑市南陵市民センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について

新学校給食共同調理場建設事業による南陵テニスコートの廃止に伴い、

所要の改正をするものであります。

議案第72号 常滑市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正について

定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

い、規定の整備を行うため、所要の改正をするものであります。
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議案第73号 常滑市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正について

定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

い、規定の整備を行うため、所要の改正をするものであります。

議案第74号 常滑市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部改正について

定年引上げを目的とした地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

い、規定の整備を行うため、所要の改正をするものであります。

議案第75号 常滑市庁舎整備基金条例の廃止について

庁舎建設等に係る事業がすべて完了したことに伴い、常滑市庁舎整備基

金の管理運用を取りやめるため、条例を廃止するものであります。

議案第76号 損害賠償の額を定め和解することについて

市道法面崩落における事故に伴う損害賠償の額を定め和解を成立させる

ため、議会の議決を求めるものであります。

議案第77号 青海中学校プール改築工事請負契約の変更について

本工事で整備するステンレス鋼材が物価高騰の影響を受けていることか

ら、同資材の物価高騰分について契約金額を変更するため、議会の議決を

求めるものであります。

議案第78号 南陵中学校グラウンド改修工事請負契約の変更について

発生土搬出先の変更など工事の進捗により、追加工事が必要となったこ

とから、契約金額を変更するため、議会の議決を求めるものであります。

議案第79号 常滑市中央公民館及び常滑市民文化会館の指定管理者の指定

について

常滑市中央公民館及び常滑市民文化会館の指定管理者を指定するため、

議会の議決を求めるものであります。
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議案第80号 常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑

市立図書館の指定管理者の指定について

常滑市青海市民センター、常滑市南陵市民センター及び常滑市立図書館

の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものであります。

同意案第３号 常滑市固定資産評価審査委員会委員の選任について

令和４年12月14日で、常滑市固定資産評価審査会委員の白井信之氏が任
しらいのぶゆき

期満了となり、新たに竹中成仁氏を委員として選任したいため、議会の同
たけなかなるひと

意を求めるものであります。

同意案第４号 常滑市教育委員会委員の任命について

令和４年12月24日で、常滑市教育委員会委員の藤田幸恵氏が任期満了と
ふ じ た ゆ き え

なり、引き続き同氏を任命したいため、議会の同意を求めるものでありま

す。

諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について

令和５年３月31日で、人権擁護委員の竹内清保氏が任期満了となり、新
たけうちきよやす

たに竹内龍夫氏を委員として推薦したいため、議会の意見を求めるもので
たけうち た つ お

あります。

諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について

令和５年３月31日で、人権擁護委員の澤田澄江氏が任期満了となり、引
さわ だ すみ え

き続き同氏を推薦したいため、議会の意見を求めるものであります。


